
 

○山口県警察特殊標章等の交付等に関する要綱  

 

 

平 成２ ０年２ 月８ 日  

山 口 備 備 第 ５ ５ 号  

 

  

（概  要）  

 

   この要綱は、山口県公安委員会・山口県警察国民保護警備計

画（平成１９年３月１４日付け山口備備第６１号。） の規定に

より、警察本部長が行う武力攻撃事態等における国民の保護の

ための措置に関する法律（平成１６年法律第１１２号。）第１

５８条第２項に規定する特殊標章及び身分証明書の交付等に関

する基準、手続等について必要な事項を定めたものである。  

  


